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拡張的学習の視点で構成した小中一貫教育カリキュラムについての基礎的研究

― 姫路市小中一貫教育標準カリキュラムを事例に ―

橋　本　忠　和

北海道教育大学函館校美術教育研究室

Basic research of the curriculum for Educational continuity from primary through 
early secondary levels which consist of the viewpoint of Expansive Learning.

― The Case of the standard curriculum for Educational continuity from primary 
through early secondary levels in Himeji-city. ―

HASHIMOTO Tadakazu

Department of Art Education, Hakodate Campus, Hokkaido University of Education

概　要

　平成27年６月の小中一貫教育制度の導入に係る学校教育法等の一部を改正により，今までの
以上に小中学校接続のギャップを縮小し，スムーズな連携を構築しようとする小中一貫教育実
施のための「各教科別に９年間の系統性を整理した一貫カリキュラム」の編成と充実が必要に
なると思われる。そこで，筆者が作成委員として参加した平成23年１月発行の「姫路市小中一
貫教育標準カリキュラム 図画工作科・美術科編」を対象に，そのねらいや構造，作成手順を
分析することで小中一貫教育カリキュラムを構想する基礎となる学習理論や編成手順等を考察
した。すると，カリキュラムは９年間を分割した，各時期において育てたい力や指導のポイン
トを明確することが重要であること，また，中期（小学５年から中学１年）の小中相互の学び
を拡張して接続させる際，エンゲストロームの「拡張的学習」理論が基礎理論として役立つ可
能性が見いだせた。

１　はじめに

　平成27年６月の小中一貫教育制度の導入に係る
学校教育法等の一部を改正により「義務教育学校」
が新たな学校の種類として設けられた。

　同法が平成28年度から施行されることにより，
今までの以上に，「中１ギャップ」等解消につな
がる学力・生徒指導等のギャップを縮小し，ス
ムーズな連携による小中一貫教育実現に向けた学
校教育制度の多様化及び弾力化が推進されると思
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われる。平成27年７月の文部科学省からの通達で
は，改正法第49条の７「義務教育学校の教育課程」
に関する留意事項の中で「小中一貫教育の円滑な
実施に必要となる９年間を見通した教育課程の実
施に資する一定の範囲内で，設置者の判断で活用
可能な教育課程の特例を創設すること」1)が予定
されていることを伝えている。
　この通達の背景には，平成26年度に文部科学省
が小中一貫教育を行っている市町村（1130箇所）
を対象に実施したアンケートの中で，「各教科別
に９年間の系統性を整理した一貫カリキュラムの
編成」の実施率が52％2)だったことがあると思わ
れる。従って９年を見通した小中一貫教育カリ
キュラム作成は今後の小中一貫教育や小中連携教
育実施を予定している学校において，その編成と
充実が強く求められると考えられる。
　ただ，先の調査において小中一貫教育を実施し
ている市町村が１割程度3)の状況から考えると，
小中一貫カリキュラムに関して学習指導要領の内
容項目を網羅し，且つ系統性・体系性に配慮しつ
つ，地域の実態に応じた９年間のカリキュラムの
編成は，幾例かの先行事例があると言いながらも，
各市町村の学校現場においては負荷のある難しい
作業になることが予想される。
　そこで，本研究は筆者が作成委員だった平成23
年１月発行の「姫路市小中一貫教育標準カリキュ
ラム：図画工作科・美術科編」を対象に，小中一
貫教育カリキュラムのねらいや構造，作成手順を
分析し，カリキュラムの基本構造を構想する基礎
となり，学校の制度的境界を越境し，スムーズな
学びの接続を実現する学習理論や編成手順等を考
察していく。従って本研究は上記の分析・考察を
通して「拡張的学習」理論と小中一貫教育カリキュ
ラムの接点を明らかにし，カリキュラムを構想す
る際に，その理論が役立つに可能性を探る基礎的
研究となっている。

２　姫路市小中一貫教育標準カリキュラム

⑴　小中一貫教育の意図

　小中学校義務教育の９年間を見通した計画的・
継続的な学力・学習意欲の向上や「中１ギャップ」
への小中連携した対応といった観点から，地域の
実情に対応した小中一貫教育の取組が全国的に進
められている。
　この小中一貫教育と小中連携教育について文部
科学省は「小中一貫教育の制度化及び総合的な推
進方策について（審議のまとめ）」の中で以下の
ように定義している。
①【小中連携教育】
　�　小・中学校が互いに情報交換を行うことを通
じて，小学校教育から中学校教育への円滑な接
続を目指す様々な教育。
②【小中一貫教育】
　�　小中連携教育のうち，小・中学校が目指す子
供像を共有し，９年間を通じた教育課程を編成
し，系統的な教育を目指す教育4)。

　この２つの形式で小中学校の接続が求められた
背景として平成26年の「中一貫教育等についての
実態調査」（図１）によると，地域や児童生徒の
実態を踏まえ，小中一貫教育に取り組む自治体の
ねらいは多様である。そのねらいの中でも，「学
習指導上・生徒指導上の成果」・「異学年児童生徒
の交流の促進」・「９年間通して児童生徒を育てる
という教職員の意識改革」6)を掲げている自治体
が多い7)。
　全国的な小中一貫教育への取り組みに先行する

図１　小中一貫教育のねらい（複数回答）5)
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ように，兵庫県姫路市では平成18年度から市の教
育の抜本的見直しを図り，平成20年度12月に策定
した「魅力ある姫路の教育創造プログラム」の主
要事業の一つとして小中一貫教育を「異校種間連
携強化プログラム」の中に位置づけた。そして市
として小中一貫教育で目指す先を「学力の向上」
と「人間関係力」と定め，その教育の定義を以下
の３要素を満たした教育活動とした。
　・�小中共通の教育目標（各校の定める学校教育
目標ではない）の設定

　・９年間を見通した一貫した指導
　・小中教職員による協働実践8)

　この３要素の中の「小中教職員による協働実践」
は，先に示した実態調査における各自治体のねら
いの中の「教職員の意識改革」に通じると思われ
る。この協働実践に関わる教職員の意識が小中一
貫教育実現への１つの課題になっていると，千葉
大学の天笠茂は指摘する。その意識とは「縄張り
意識」である。この意識について天笠は以下のよ
うに解説している。
　�「小学校は６年間だけを見て卒業後は中学校の
責任と言う。中学校は３年間だけを見て入学以
前は小学校の責任だと言う。縄張りのように小
学校と中学校が此までのお互いの役割に留ま
り，その範囲でなんとかしようとしている」9)

　活動理論を研究するユーリア・エンゲストロー
ム（以下「エンゲストローム」と表記）は，教師
が行う仕事を「教えること」，生徒が行う仕事を「通
学すること」として，図２のような伝統的な構造
の学習システムを示している。
　この図における教師は，学校の縄張りの中でク

ラスの学力平均点向上やクラブ活動の好成績とい
う高い成果を得ることに翻弄され，従来からの考
え方や役割に固執し動きがとれず，異校種連携に
まで意識の向かない教育活動の構造に通じている
と考えられる。
　この活動構造について，エンゲストロームは以
下のように述べている。
　�「この活動構造がもたらすのは，学校外の経験
や認識から遮断された学校での学習カプセル化
である」11)

　眼前の一元的な成果を求める余り，異校種や学
校を取り巻く多様な他者との交流，そして，個々
の子どもの持つ経験や願いを生かさない「学習の
カプセル化」の状態では，姫路市の小中一貫教育
が目指す「社会の中で自分の役割を果たしながら，
自分らしい生き方を実現していくための学力や人
間関係力」を培うことはできないと考えられる。
　そうした，教職員の一貫教育への意識変化を促
し，教育現場において「９年間を見通した一貫し
た指導」を実現するために平成21年度に初版，平
成23年度に改訂版を作成したのが「姫路市小中一
貫教育標準カリキュラム」である。
　次に，そのカリキュラムの全体構想と構造を整
理する。

⑵�　姫路市小中一貫教育標準カリキュラムの全体

構想と構造

　姫路市小中一貫教育標準カリキュラム（第２版）
では，小中一貫教育を「中学校ブロックで，共通
の目標（めざす子ども像），指導内容及び指導方
法が義務教育９年間を貫いて設定され，実施され
る教育」12)と定義している。
　すなわち，姫路市では小中一貫教育を究極の小
中連携教育と捉え，現在，各中学校ブロックで取
り組んでいる連携を入り口に，ブロックのニーズ
や実情に応じて協働実践の内容を深めたり，ス
テップアップさせたりしながら，９年間（就学前
を視野にいれると11年間）を見通した指導で子ど
もの育ちと学びの適宜性と連続性を保障し，児
童・生徒一人一人の豊かな学びへと繋がる教育と

図２　伝統的な生徒と教師の学習システム10)
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実現しようとしている13)。
　そして，平成28年度からの制度改革施行を視野
に入れつつ，以下の形態の一貫教育モデルを設定
している14)。
・隣接型モデル
　�同敷地内小中学校があるという施設メリットを
生かした合同研修会，交流活動，教科学習，授
業交流（異校種の教員が授業）等の実践。
・分離型モデル（標準型）
　�一つの中学校に複数の小学校から進学する形態
で児童の中学校一日登校，一貫した学習規律の
作成，小中教職員による出前授業，一貫教育だ
より作成等の実施。
　さらに，姫路市は小中一貫の構成要素としてい
る「９年間を見通した一貫した指導」を隣接型・
分離型モデル校において実現するために平成21年
度から「小中一貫教育標準カリキュラム」を作成
し，それを活用した取組みを進めている。

　この姫路市小中一貫教育標準カリキュラムは，
平成19年７月小中学校教員や指導主事からなる作
成委員会を学識経験者に助言を受けながら，国語，
社会，算数・数学，理科，外国語活動・外国語（英
語），道徳，総合的な学習の７教科（領域）の部
会に分かれて教科の特性に応じたカリキュラムが
平成21年度に制作され，平成23年度版からは図画
工作・美術も含めた全教科・全領域を網羅したカ
リキュラムが整備された。
　その最大の特徴は，「義務教育学校」の学年分

割の設定に通じる，６・３制の教育課程を編成し
つつ，義務教育９年間を前期４年，中期３年，後
期２年に区分し，子供の発達段階を重視した上で，
学習の系統性や連続性を保証する構造を構想して
いる点にある。
　姫路市独自の構想のポイントを整理すると以下
のようになる16)。
①�　４・３・２（前期・中期・後期）区分で「育
ち」と「学び」を捉え，重点ポイントを明記
　・前期＝基礎・基本の習得と定着
　・中期＝基礎・基本の定着と活用
　・後期＝基礎・基本の活用と応用
②�　姫路市の教育課題を踏まえて「姫路らしさ」
を可能な限り織り込む
　・市特有の資産（文化遺産・地場産業）の活用
　・�市のビジョン（学習内容の系統性や適宜性，
連続性の重視）に基づいた構成

③　３部構成のカリキュラム
　・全体構想版＝教科・領域を網羅・集約する。
　・�領域別集約版＝教科（領域）に系統性や繋が
りを重視する上でのポイントを集約する。

　・�詳細版＝領域別集約版に記載しきれない内容
や，より実践化を図るための内容を，各教科
（領域）において独自のフォームで示す。「図
画工作科・美術科」においては領域毎に実践
事例を示す。

④　各校の特色を加えて活用
　�　ペーパー版に加えて，第２版からは。SSA
（教員用情報共有システム）にコンテンツが配
信されており各校の特色に応じて内容を加え，
発展型として利用することができる17)。

⑶�　図画工作科・美術科版カリキュラム委員会と

その方針

　平成21年５月27日に第１回カリキュラム作成委
員会が開かれ，委員会構成（図４）や作成スケ
ジュール（図５）が説明された，そして，以下の
構成等で図画工作科・美術科版カリキュラム作成
委員会が形成された。
・任期・・平成21年５月から23年３月

図３　姫路市の校種間連携の構造15)
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・委員・・担当指導主事
　　　　・中学校校長（部長）
　　　　・小学校校長（副部長）
　　　　・小中学校教諭各２名（計４名）
　　　　・学識経験者（兵庫教育大学教授）
　また，第１回会議ではカリキュラム作成基本方
針として前節で示した「構想のポイント」が説明
された。

⑷�　図画工作科・美術科版カリキュラムの作成過

程

①　第１回目の検討会，集約版の検討
　平成21年８月に図画工作科・美術科部会が開か
れ，カリキュラム作成のたたき台として筆者が，
小中の指導要領の関係性を整理した資料（図６）
と集約版（表現領域）第１案（表１）を提案した。
また，他教諭から「造形遊び」について中学教諭
の理解を促す，実践例が示されたり，小学校校長
より小学校図画工作年間指導計画における教材と

評価規準の説明がされたりした。
　その後，下記の内容の討議が行われた。
・小学校Ａ表現領域（１，造形遊び）・（２，つく
りたいものを作る）と中学校Ａ表現領域（１，
絵・彫刻等の発想・構想）・（２，デザイン，工
芸等の発想・構想）・（３，技能）がどのように
結びつけるかが大きなポイントとなる。
・共通事項や指導計画の作成と内容を集約版にど
のように取り込むのか検討する必要がある。
　　この点については，助言者より「共通事項は
何らかの標記を行うことでまとめになる」・「指
導計画の作成と内容の取り扱いについては標記
しなくてもよい」との助言があった。
　そして，以下の今後の取組みにむけての課題点
が整理された。
・全体構想版の原案の育てたい力，指導のポイン
トを考える。
・鑑賞の集約版をつくる。
・11月下旬までにメールで情報交換をする。
②　集約版の全体構想の検討
　以後，メールで筆者が軸となって助言者や他委
員と情報交換を図り，12月上旬に以下のような中
期の構成案を各委員に提案した（図７）。
・「造形遊び」を中１で扱う（導入等で）。
・以下の中学校１年の項目を小学校６年で扱う。
　「絵や彫刻に表現する活動」
　「デザイン・工芸などに表現する活動」
・中学校１年の「技能に関する事項」の内容を小

図６　小中学校の学習指導要領上の繋がり

図５　標準カリキュラム作成スケジュール19)

図４　カリキュラム作成委員会の構成18)
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学校６年で扱う。
・中学校１年生の鑑賞を小学校６年生で扱う。
・共通事項は，小学校６年生で児童の実態等を配
慮して，小学校・中学校を並列で扱う。
・集約版は，表現と鑑賞，１枚ずつ作成。共通事
項の項目は，それぞれにつける。
　この提案に対し，下記の意見が寄せられた。

・中期の６年が中学１年の下請けになり，５年生
で６年生の教材を全てやることは難しい。
・中期全体を通して，なめらかに中学の内容へ移
行するように関係性をデザインできないか。
　　そこで，助言者や担当校長等と相談の上，以
下のように修正して再提案した（図８）。
・「造形遊び」を，生徒の実態に応じて，中学校

表１　「表現」領域集約版　第１案

図７　中期の構成，第１案 図８　中期の構成，第２案



229

拡張的学習の視点で構成した小中一貫教育カリキュラムについての基礎的研究

表２　「表現」領域集約版　完成版

表３　「鑑賞」領域集約版　完成版
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１年で扱う（導入等で）。
・以下の中学校１年の項目を児童の実態等を配慮
しつつ，小学校６年生で扱う。
　　「絵や彫刻に表現する活動」
　　「デザイン・工芸などに表現する活動」
・中学校１年の「技能に関する事項」を児童の実
態等を配慮しつつ，小学校６年で扱う。
・中学校１年生の鑑賞を児童の実態等を配慮しつ
つ，小学校６年生で扱う。
・中学校の共通事項は，児童の実態等を配慮しつ
つ，小学校６年生で扱う。
・集約版は表現と鑑賞１枚ずつ作成，共通事項の
項目は鑑賞のところに添付する。
　その後，３月までにメールで情報交換しながら，
表２（表現領域），表３（鑑賞領域）の集約版を
仕上げていった。
③　全体構想版の作成
　集約版の作成に平行して，３期の育てたい力，
指導のポイントを各自が整理して，メールで意見
交換し全体構想版（表４）を仕上げた。
④　詳細版と実践事例の作成
　平成22年５月27日の中間交流会において，集約
版の構成を他部会に報告すると共に詳細版と実践
事例の作成の方針について筆者から提案し，討議
の後，４種の表の作成方針が決定した。
　その各表の小学校と中学校の領域の接続の設定

は以下の通りである。
・表１＝図画工作Ａ表現⑴造形遊び
　→美術Ａ表現⑴⑵⑶
　　小学校の造形遊びで培った力が中学校のＡ表
現の中で生かされることを示す。
・表２＝図画工作Ａ表現⑵絵や立体
　→美術Ａ表現⑴⑶
　　図画工作Ａ表現⑵が美術の⑴の表現の主題を
元に発想して絵や彫刻に表す活動に繋がること
を示す。美術の⑶は技能。
・表３＝図画工作Ａ表現⑵絵や立体
　→美術　Ａ表現⑵⑶
　　図画工作Ａ表現⑵が美術の⑵の目的や機能を
考えた発想を基にデザインや工芸に表す活動。
⑶は技能を示す。
・表４＝図画工作Ｂ鑑賞⑴→美術Ｂ鑑賞⑴
　この小中の領域の連携方針に基づき，「主題」「育
みたい力と評価規準」，さらに平成23年度時点の
小中の教科書掲載題材名を記した詳細版（表５か
ら表８）を作成した。
　実践事例は，「題材名・校種＝（例）小学校６
年生・領域＝（例）絵や彫刻・題材の目標・材料・
用具・児童・生徒の学習活動・指導のポイント・
評価規準（手だて）」で指導案を構成し，「出会い
の工夫・発想・構想を引き出す工夫・技能を高め
る工夫・鑑賞（掲示）の工夫」の４項目の指導の

表４　全体構想版　完成版
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表５　図画工作Ａ表現⑴造形遊び→美術Ａ表現（1/2/3）

表６　図画工作Ａ表現⑵絵や立体に表す→美術Ａ表現（1/2/3）主題を絵や立体に
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表７　図画工作Ａ表現⑵絵や立体に表す→美術Ａ表現（1/2/3）デザイン・工芸

表８　図画工作Ｂ鑑賞⑴→美術Ｂ鑑賞⑴
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表９　実践事例１　「身近な環境で　―姫路の風や光を感じて」

表10　実践事例２　「見て・感じて　―絵やスケッチを楽しむ－」
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表11　実践事例３「生活を楽しくするデザイン　―郷土のよさを伝える姫路の新ゆるキャラの制作」

表12　実践事例４　「水墨画を味わおう　－水墨画の魅力を，制作や作品鑑賞を通して発見しよう」
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ポイントを例示するようにした。
　実践事例では，豊かな自然や伝統文化が受け継
がれている姫路市の特徴を生かした「姫路の風や
光を生かして（造形遊び）」や「姫路の新ゆるキャ
ラの制作（デザイン）」等の実践事例（表９から
表12）を示すことで，各校において姫路オリジナ
ルの小中一貫教育の教材開発が推進されることを
期待した。

３　標準カリキュラムと活動理論との接点

　「姫路市小中一貫教育標準カリキュラム図画工
作・美術科編」においては小中一貫カリキュラム
を編成することで，どの時期に，どの学年の子ど
も達が，どのような学習活動（題材）を展開して
いるかが見え，９年間を俯瞰することによって，
教師が小中連続した指導をイメージしやすくする
ことを心がけた。そして主体的な表現や鑑賞の活
動を通して，子ども達が表現及び鑑賞の方法など
についての知識・技能をしっかり習得できるよう
にすることを目指した。
　さらに集約版（表１・２・３）が示すように小
学６年から中学１年の学習の繋がりを，徐々に学
習内容がスライドしながら学びが拡張するカリ
キュラムの構造になるようにした。
　これは「姫路市小中一貫教育標準カリキュラム
図画工作・美術科編」において，本カリキュラム
が多くの子どもや児童・生徒の造形活動に活用さ
れ，小中学校の相互の子ども・教師の学びを拡張
し，制度的な校種の「学習のカプセル」を破壊し
たいという意図があったからである。
　この観点に立った時，本カリキュラムの構造は，
「学習のカプセル化」の解消を図ろうとするエン
ゲストロームの「拡張的学習」理論に通じるもの
があると思われた。
　そこで，彼の活動理論と本カリキュラムの接点
を考察することにした。

⑴　活動理論とは

　エンゲストロームは「拡張的学習」を次のよう

に説明している。
　�「拡張的学習は，伝統的な学校教科書，発見の
文脈，実践的応用の間の関係づけを含め，学習
対象を拡張することによってカプセル化された
学校学習の打破を提案する」20)

　彼が述べているように「拡張的学習」は現在，
「中１ギャップ」や「学力向上・生徒指導充実」
の対応に迫られ，子どもの学びを拡張する学習活
動の創造に行き詰まりを抱えている教育現場に
「学習のカプセル化」を打破するきっかけを与え
ると思われる。このエンゲストロームの活動理論
を従来の学校教育における学習活動の構造と対比
して示すと図９のように捉えられる。

　まず，従来の教室で行われきた学習構造では，
教師は学習者に教育内容を習得させるために学習
者が興味・関心を示し，且つ，内容伝達効率のよ
い教材を選定する。その管制下の指導―援助を受
けながら学習者は，規定の教材と向き合い学習活
動を展開していく（図９左）。
　この従来型に対して彼は学習者が主体として
日々の生活（現実世界）に学習対象（課題）を見
いだし，教師や地域住民等と連携して多様な道具
（媒介人工物），課題解決法を探求的に学ぶ学習
活動を示した（図９右）。この学習では成果（解）
はオープンエンドの活動が多く，主体は継続的に
課題解決を探求する。その学びを三角形下部を構
成するルール・コミュニティ・分業といった社会
的媒介物が支えることで学級や学校という枠にと
どまらない学びのネットワークを構築していくと
される22)。このような学習活動をエンゲストロー
ムは「拡張的学習」の本質を以下のように説明し
ている。

図９　従来の学習構造と拡張的学習構造21)
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　�「学習活動の本質は，当該の活動の先行的形態
の中に潜在している内的矛盾を露呈しているい
くつかの行為から，客観的かつ文化―歴史的に
社会的な新しい活動の構造（新しい対象・新し
い道具などを含む）を生産することである。学
習活動は，いくつかの行為群からひとつの新た
な活動への拡張を習得することである」23)

　この「拡張的学習」は主体である学習者等に学
びの拡張の仕方を習得させる学習であるといえ
る。この学びの主体性は小中一貫教育がめざす「学
習意欲や学力向上」の基盤になると思われる。
　彼の活動理論を研究し，その著書「拡張する学
習」の翻訳者でもある山住勝弘は「拡張的学習」
の特徴を以下の３点に整理している。
①　「拡張的学習」は学習の必要を生じさせる問
題の根源を問い，学習の対象を拡張させる。
②　「拡張的学習」は，学習者が与えられた問題
の文脈に疑問を持ち，その拘束から脱し，問題
の「文脈の文脈」を拡張させる。
③　「拡張的学習」は与えられた情報を乗り越え，
何か新しいものごとをつくり出す。それは自ら
の活動の新しい文化的パターンを創造する24)。

　以上の山住の記述から「拡張的学習」は，小学
校・中学校という縄張りの中で教科書を完全習得
させるため個々がバラバラ主体としてバラバラの
一貫性のない教育内容を機械的に繰り返し覚えさ
せられる学習行為を学習者の主体の学習活動に引
き戻す契機になると思われる。また，その活動が
多様な他者とのネットワークを構築し，その他者
へのまなざしが，異校種へ拡大して，子ども・教
師同士の「接続」へと展開していくような，小・
中学校の異なる文化の溶解を促す転換点にもなる
と考えられる。

⑵　標準カリキュラムと活動理論との接点

　山住は2000年代にエンゲストロームの「拡張的
学習」システムが，図９の単一の活動システム
から「境界を横断する水平的運動」として人間の
発達段階を問い直し，図10のように複数の活動シ
ステムが相互に作用し合う「相互作用しネット

ワークする活動システム」に発展させていること
を指摘する25)。

　そして，山住はこの活動システムを以下のよう
に解説している。
　�「対象１から両者の「対話」を通して対象２に
拡張し，そして，双方の対象は近づき部分的な
重なり合うことになる。この越境的な「交換」
において新しい対象３が立ち現れていく。この
『第３の対象』は新たな『変革の種子』を生み
出していく」27)

　この組織の枠を越え，子ども・教師・親・地域
等の学校を取り巻く多様な人々の間で生まれる
「相互作用しネットワークする活動システム」を
持つ新たな「拡張的学習」は，子どもの学習活動
の拡張を促進すると共に，図11のように作品展等
での受賞を目指すような「カプセル化された各学
校の造形活動」を破壊する。そして図12のように
児童・生徒が新たな地域文化を協働で生み出そう
とする「学校の制度的境界を越境した異年齢の集
団的学習活動という新たな学びのネットワーク」
を形成するきっかけになると考える。

図10　活動が相互作用するシステムモデル26)

図11　従来の小中における造形活動の関係
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　また，「拡張的学習」においては「スプリングボー
ド」という状況を重視している。エンゲストロー
ムは次のように説明している。
　「促進的イメージ，技術，ないし社会的－会話
的布置であり，ある前の文脈における鋭い葛藤な
いしダブルバインド的な特徴から新しい拡張的移
行的活動の文脈にあやまって置かれたもの，ある
いは移植されたものある」28)

　すなわち，「スプリングボード」は苦境にある
とき突然顕在化したイメージ・技術・出会いなど
であり，それ自体は課題解決のきっかけを与える
とされる。小中一貫教育では「小５・中１段階の
段差」・「中学校での学習や生活への不適応」・「教
師の縄張り意識」等であると考えられる。
　別視点から見ると「スプリングボード」となっ
ている小中一貫教育の抱える課題の解決に「拡張
的学習理論」は役立つ可能性があると思われる。

４　結　語

　文部科学省が出した「小中一貫教育制度の導入
に係る学校教育法等の一部を改正する法律」につ
いての通知では，義務教育学校の修業年限並びに
前期課程及び後期課程の区分について以下のよう
な留意事項を示している。
①　小中一貫教育においても，子供の成長の節目
に配慮するような教育課程の工夫が重要である。
②　義務教育学校は９年の課程を前期６年，後期
３年に区分することとしているが，義務教育学
校においては，１年生から９年生までの児童・
生徒が一つの学校に通うという特質を生かし

て，９年間の教育課程において「４－３－２」
や「５－４」などの柔軟な学年段階の区切りを
設定することも可能である29)。

　この２点に先行して，姫路市小中一貫教育標準
カリキュラムは，６・３制の教育課程を編成しつ
つ，義務教育９年間を前期４年・中期３年・後期
２年にし，子どもの発達段階を重視したカリキュ
ラムの構成となっている。また，全体構想版（表
４）では，各期の「育てたい力・指導のポイント」
が全教科で明確に示してあるため，９年間の縦の
系統性と各教科・領域の横の繋がりを意識できる
ようになっている。すなわち，「拡張的学習」の
下層部のルールと分業に繋がる要素がカリキュラ
ムの中に構成してあるといえる（図12）。
　ただ，カリキュラムの課題点を平成25年１月か
ら２月に姫路市の全教職員（2301名）を対象とし
た「学力向上に係る教職員意識調査結果」が示し
ている。すなわち，小中一貫教育の必要性に関し
て５点を「強く思う」と設定したアンケートにお
いて，「９年間を見通した指導重視すること」と
いう問いに関して一般教職員は「小学校4.34・中
学校4.23」で「どちらかと言えば思っている」と
高評価であるが，「枠を越えて連携を図っていま
すか」という問いには，一般教職員は「小学校3.67，
中学校3.55」で「どちらとも言えない」という状
況であった。これは管理職の平均4.5とかなり開
きがある30)。
　この状況から，９年間を通した学びの実現の必
要性は理解しているものの，小中一貫教育の構想
や手法に関して戸惑う姿が見受けられる。
　本研究は児童・生徒の学びの拡張を目指す小中
一貫教育標準カリキュラムの構想する上で，相互
の学びの繋がりの把握が容易になるなど，エンゲ
ストームの活動理論がその基礎理論として役立つ
可能性を探る基礎的研究である。したがって，カ
リキュラムの中期において，「拡張的学習」を構
成する素要素（「スプリングボート」・「モデル」・
「ミクロコスモス」・「活動サイクル」等）が，児
童・生徒の学習活動とどのような関係性を持って
いるのか「図画工作科・美術科編カリキュラム」

図12　小中一貫教育で目指す造形活動
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で示した実践事例等の検証を通して考察する必要
があると考える。今後，これを研究課題とし，取
り組んでいく。
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